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瀬戸大橋（岡山県、香川県）
表紙イラスト　永吉 秀司

岡山県と香川県を結ぶ3つの吊橋と
2つの斜張橋、1つのトラス橋、こ
れらをつなぐ高架橋を総称して「瀬
戸大橋」と呼んでいます。
道路と鉄道の2段構造で、全長約9.4
㎞、道路・鉄道併用橋としては世界
最大級の規模となっています。
1988年4月開通。同年3月には青函
トンネルが開業し、日本列島の主要
4島が鉄路で結ばれました。
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診療報酬の「適正な審査」と
「迅速な支払」を通じ、
国民の皆様にとって大切な医
療保険制度を支えます。
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審査委員長に伺いました。

「社会的な医療」の視点を大切に
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Topics 

診療
項目 事例 取扱い 取扱いを作成した根拠等

投薬 　モサプリドクエ
ン酸塩の効能・効
果である慢性胃炎
に伴う症状の改善
に対する特定疾患
処方管理加算2の
算定について

　モサプリドクエン
酸塩（商品名：ガス
モチン錠等）の効能・
効果である慢性胃炎
に伴う症状の改善に
対する特定疾患処方
管理加算2の算定は
認められる。

　モサプリドクエン酸塩（商品名：ガスモチン錠等）の効能・効果
は「慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）」と添付文書
に記載されている。
　慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）は、消化管運
動を活発化させる神経伝達物質であるアセチルコリンの分泌により、
症状の改善が図られる。
　モサプリドクエン酸塩の作用機序は、選択的なセロトニン5－Ｈ
Ｔ4受容体アゴニストであり、消化管内在神経叢に存在する5－Ｈ
Ｔ4受容体を刺激し、アセチルコリン遊離の増大を介して上部及
び下部消化管運動促進作用を示すと考えられている。
　よって、本剤は、慢性胃炎の症状に直接適応のあるものと判断
できる。（胃の粘膜に作用して種々の症状を改善する。）
　また、平成16年7月7日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
「疑義解釈資料の送付について」において、「特定疾患に対する薬
剤を投与したときの45点の加算は、特定疾患に直接適応のある薬
剤の処方の場合のみ算定できるのか。」の問に対して、「そのとおり」
と回答されている。
　以上のことから、モサプリドクエン酸塩の効能・効果である慢
性胃炎に伴う症状の改善に対する特定疾患処方管理加算2の算定
は認められると判断した。

手術 　切創に対する皮
膚欠損用創傷被覆
材の算定について

　切創に対する皮膚
欠損用創傷被覆材の
算定は、原則として
認められない。

　皮膚は、表皮・真皮・皮下組織（脂肪等）に大別され、物理的な皮膚
の損傷が表皮・真皮内のものを 「傷」といい、その下の皮下組織や筋肉
などにまで達した傷を「創」という。
　創傷は、開放性損傷と非開放性損傷を意味するものであり、創傷の形
態に基づき切創、割創、刺創、挫創、裂創等に分類される。
　切創は、刃器、ガラス片などがその長軸方向に、体表を切線状に移動
することにより組織が離断された創をいい、一般に創口は長く、創縁は
整い、線状に走り、表皮剥脱はないか、あっても少ない。創角は両端と
も尖鋭、創面は平滑で、組織挫滅はほとんどないとされている。（南山
堂医学大辞典より）
　切創の治療は、医療用テープでの創の密着、糸による創縫合、医療用
ホチキスでの創閉鎖等の処置を行うが、受傷後長時間が経過した場合は、
感染をおこすため、洗浄や消毒によって創の清浄化を図った後、縫合閉
鎖を行う。
　皮膚欠損用創傷被覆材は、厚生労働省通知「特定保険医療材料の定義
について」において、「真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位に対して
創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するもので
あること」と定義されている。
　皮膚欠損は、皮膚の一部が欠けてなくなった状態であり、皮膚潰瘍は、
何らかの原因によって皮膚に穴（潰瘍）ができることである。
　以上のことから、切創は通常皮膚欠損や皮膚潰瘍を伴わないものであ
り、治療に当たって皮膚欠損用創傷被覆材の使用が必要とは考えられな
いことから、原則として認められないと判断した。

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）を公表

　このたび、「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）（第5回）」として、3事例を7月27日に
公表しました。

2月刊基金 September 2020



Topics 

　社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、診療報酬点数表及び関係諸通
知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。
　今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、平成31年4月に支払基金に設置した「審査の一般的な
取扱いに関する検討委員会」及び「疑義対応検討委員会」（※）において、検討を重ね、「支払基金における審査の一般的な取扱
い（医科）」を取りまとめましたので、公表いたします。
　なお、「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」については、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性など
に係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としておりますので、本公表事例に示された適否が、すべての個別診療
内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意願います。

（※）「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」については、平成29年1月から平成31年3月までの間は、「支払基金にお
ける審査の一般的な取扱いの公表に関する検討委員会」で検討していましたが、平成30年度に審査に関する検討体制の改編を行い、
令和元年度以降は「審査の一般的な取扱いに関する検討委員会」及び「疑義対応検討委員会」で検討することとなりました。

トップページ → 診療報酬の審査 → 支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）

「支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）」は、支払基金ホームページ
に掲載しています。

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）について

病理
診断

　乳癌の診断に
おいてＤ410乳腺
穿刺又は針生検
（片側）「2」その他
により採取した検
体を用いた場合の
Ｎ000病理組織標
本作製の算定に
ついて

　乳癌の診断におい
て、Ｄ410乳腺穿刺
又は針生検（片側）
「2」その他により採
取した検体を用いた
場合、Ｎ000病理組
織標本作製の算定は
原則として認められ
ない。

　Ｄ410乳腺穿刺又は針生検（片側）「2」その他は、細い針（ファインニー
ドル等）を乳房の目的部位に直視下あるいは超音波下に誘導して穿刺、
吸引して細胞を含んだ穿刺液を得る採取料であり、病理標本作製料はＮ
004細胞診「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものを算定するもの
である。
　Ｎ000病理組織標本作製の検体採取は、Ｄ410乳腺穿刺又は針生検（片
側）「1」生検針によるもの又はＤ417組織試験採取、切採法「10」乳腺に
より算定するものであり、Ｄ410乳腺穿刺又は針生検（片側）「2」その他
により算定するものではない。
　乳癌の診断時に実施されるＮ000病理組織標本作製は、「腫瘍（しこり）
部分に太い針（コアニードル等）を刺し、細胞一つ一つではなく組織の
塊を切り取ることで良性か悪性かの鑑別を行い、鑑別だけでなく、悪性
の場合は特徴まで把握できる」病理診断である。
　乳癌の診断においては、細胞診用に採取された検体から組織検体のよ
うなパラフィンブロックを作成するセルブロック法がある。
　セルブロック法については、Ｎ000病理組織標本作製の留意事項通知
に「「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組織切
片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸
癌、卵巣癌若しくは悪性リンパ腫を疑う患者に対して、穿刺吸引等によ
り採取した検体を用いてセルブロック法により標本作製した場合に算定
する」と示されているが、乳癌における取扱いは、病理標本作製料の告
示及び留意事項通知に示されていない。
　日本乳癌学会乳癌診療ガイドライン2015年版において、セルブロッ
ク標本によるHER2の IHC法の信頼性については、原発巣ないし転移巣
からの針生検ないし切除標本と、穿刺吸引細胞診検体を用いたセルブロッ
ク標本との比較による検討において、アルコール固定された場合の一致
率が悪く、一定の見解を得るには至っていないとされている。
　乳癌におけるセルブロック法は、告示及び留意事項通知に示されてい
ないこと、また、診断結果の信頼性が十分ではないことから、Ｎ000病
理組織標本作製により算定することはできないが、組織採取ができない
場合等やむを得ない理由がある場合は、その可否を医学的に判断する必
要がある。
　以上のことから、乳癌の診断においてＤ410乳腺穿刺又は針生検（片
側）「2」その他により採取した検体を用いた場合、Ｎ000病理組織標本作
製の算定は、原則認められないと判断した。
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図１●財政調整の概念図
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て
い
ま
す
。

　
図
２
は
、
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付

費
額
が
高
い
保
険
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
た
も

の
で
す
。
１
の
交
付
対
象
保
険
者
に
お
い
て

は
、
基
本
的
に
は
平
均
加
入
率
を
超
え
る
部
分

の
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
が
財
政
調
整
の
対
象

と
な
り
、
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、「
調
整
対
象
外
給
付
費
」
と
さ
れ
る
部

分
（
斜
線
部
分
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め

る
基
準
を
超
え
て
い
る
た
め
、
前
期
高
齢
者
交

付
金
の
交
付
対
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
２
の
納
付
対
象
保
険
者
に
お
い

て
は
、「
調
整
対
象
外
給
付
費
」
と
さ
れ
る
部

分
（
斜
線
部
分
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め

る
基
準
を
超
え
て
い
る
た
め
、
前
期
高
齢
者
納

付
金
の
納
付
対
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　
　

支
払
基
金
が
行
う
業
務

　
前
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
支
払
基
金

の
業
務
は
、
納
付
対
象
保
険
者
か
ら
前
期
高
齢

者
納
付
金
等
を
徴
収
し
て
、
交
付
対
象
保
険
者

に
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
で
す
。

　
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
前
期
高
齢
者
交
付

金
は
、
各
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
給
付
費

額
及
び
加
入
者
調
整
率
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
保
険
者
か
ら
「
前
期
高
齢
者
給
付

費
額
報
告
書
」（
毎
月
15
日
）、「
加
入
者
数
等
報

告
書
」（
毎
年
6
月
1
日
）、「
標
準
報
酬
総
額
報

告
書
」（
毎
年
8
月
末
日
）及
び
「
法
定
給
付
費

額
報
告
書
」（
毎
年
9
月
1
日
）等
の
報
告
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
報
告
を
基
に
、
毎
年
度
当
初
に
概

算
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
概
算
前
期
高
齢
者

交
付
金
の
金
額
を
算
出
し
て
、
保
険
者
に
通
知

し
ま
す
。

　
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
は
、
納
付
対
象

保
険
者
か
ら
毎
月
5
日
を
納
付
期
限
と
し
て
、

当
該
年
度
の
額
を
各
月
均
等
に
徴
収
し
ま
す
。

　
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
支

払
基
金
か
ら
督
促
を
行
い
、
指
定
期
日
を
過
ぎ

て
も
な
お
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
延
滞
金
が
課

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
、
保
険
者
か
ら

毎
月
5
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
る
概
算
前
期
高
齢

者
納
付
金
を
財
源
と
し
て
、
交
付
対
象
保
険
者

に
毎
月
15
日
に
各
月
均
等
に
交
付
し
ま
す
。

　
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
概
算
前
期
高

齢
者
交
付
金
の
確
定
及
び
精
算
は
翌
々
年
度
に

行
い
ま
す
。

１  給付等に要する費用の額が調整対象基準額以上
（交付金が交付される保険者）であり、一人当たり
前期高齢者給付費額の高い保険者

２  給付等に要する費用の額が調整対象基準額以下
（納付金を納付する保険者）であり、一人当たり
前期高齢者給付費額の高い保険者

加入率

一人当たり給付費

調整対象外給付費 

交付金 

 

 

支払基金

全国平均の
前期高齢者

加入率

前期高齢者
給付費額

調整対象
基準額

加入率

一人当たり給付費

調整対象外給付費 

納付金

 

 

支払基金

全国平均の
前期高齢者

加入率

前期高齢者
給付費額

調整対象
基準額

（
交
付
対
象
外
）

図２●調整対象外給付費について（高齢者の医療の確保に関する法律第34条）
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け
は

　

祖
父
が
開
業
医
だ
っ
た
の
で
幼
い
こ
ろ
か

ら
医
者
と
い
う
仕
事
を
見
て
育
ち
ま
し
た
。

　

自
分
で
は
意
識
し
て
医
師
に
な
っ
た
と
い

う
記
憶
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
思
い
返
し

て
み
る
と
、
高
校
二
年
生
の
時
に
仲
の
良

か
っ
た
友
人
が
志
望
学
科
を
「
医
学
部
」
と

書
い
て
い
る
の
が
た
ま
た
ま
目
に
入
り
、「
よ

し
、
そ
れ
な
ら
自
分
も
」
と
反
射
的
に
「
医

学
部
」
と
書
い
た
の
が
、
医
師
に
な
る
一
番

の
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
友

人
と
は
、
今
で
も
た
ま
に
会
う
こ
と
が
あ
る

の
で
す
が
、
入
学
試
験
の
時
に
彼
が
筆
記
用

具
を
忘
れ
、
私
の
鉛
筆
と
消
し
ゴ
ム
を
二
人

で
分
け
合
っ
て
受
験
し
、
共
に
合
格
し
た
こ

と
は
、
今
で
も
笑
い
話
と
し
て
二
人
の
語
り

種
で
す
。

―
―
血
液
内
科
を
ご
専
門
に
さ
れ
て
い
ま
す

が
　

大
学
院
で
は
寄
生
虫
学
の
教
室
に
所
属
し

て
い
ま
し
た
が
、
卒
業
後
に
尊
敬
す
る
内
野

治
人
教
授
が
主
宰
さ
れ
て
い
た
原
爆
放
射
能

医
学
研
究
所
の
門
を
た
た
い
た
の
が
血
液
内

科
の
道
に
進
む
契
機
と
な
り
ま
し
た
。
私
は

こ
の
研
究
所
で
悪
性
リ
ン
パ
腫
や
白
血
病
の

研
究
と
治
療
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
悪

性
リ
ン
パ
腫
や
白
血
病
は
当
時
の
医
学
で
は

い
く
ら
治
療
し
て
も
根
治
や
延
命
が
難
し
い

病
気
の
一
つ
で
し
た
の
で
、
若
い
こ
ろ
は
病

棟
を
走
り
回
り
な
が
ら
命
と
向
き
合
う
激
動

の
日
々
で
し
た
。

寝
耳
に
水
の
フ
ラ
ン
ス
留
学

　
「
君
、
フ
ラ
ン
ス
へ
行
か
ん
か
ね
」

　

血
液
内
科
で
の
仕
事
を
始
め
2
年
ほ
ど

経
っ
た
こ
ろ
、
寄
生
虫
学
教
室
で
お
世
話
に

な
っ
た
教
授
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
唐
突
に
そ

う
切
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

実
は
そ
の
時
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
を
考

え
て
い
て
ア
メ
リ
カ
の
医
師
免
許
を
取
る
た

め
の
E
C
F
M
G
試
験
も
受
か
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
恩
師
の
そ
の
一
言
で
フ
ラ
ン
ス
行

き
を
決
め
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
威
勢
よ
く
快
諾
し
た
も
の
の
、

続
く
「
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
試
験
を
受
け
て

く
れ
」
と
の
言
葉
に
は
目
が
点
に
な
り
ま
し

た
。
当
時
は
挨
拶
の
言
葉
も
知
ら
な
い
程
度

で
し
た
か
ら
。

　

す
ぐ
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
先
生
を
紹
介
し
て

い
た
だ
き
、
臨
床
の
か
た
わ
ら
毎
朝
4
時
に

起
き
て
3
時
間
予
習
し
て
か
ら
レ
ッ
ス
ン
に

通
う
と
い
う
生
活
を
数
か
月
続
け
ま
し
た
。

　

結
果
、
晴
れ
て
留
学
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、

2
年
間
フ
ラ
ン
ス
で
も
血
液
内
科
の
研
究
が

で
き
ま
し
た
。
こ
の
留
学
期
間
前
後
が
人
生

で
一
番
勉
強
を
し
た
時
期
で
し
た
の
で
、
今

も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

審
査
委
員
に
な
っ
て

―
―
審
査
委
員
に
な
ら
れ
て
感
じ
た
こ
と
は

　

１
９
９
３
年
（
平
成
5
年
）
に
審
査
委
員

と
な
り
ま
し
た
が
、
私
は
内
科
の
中
で
も
白

血
病
な
ど
の
希
少
疾
患
を
専
門
と
し
て
い
た

の
で
、
開
業
医
の
先
生
が
多
く
診
察
さ
れ
て

い
る
一
般
的
な
消
化
器
、
呼
吸
器
、
循
環
器

疾
患
に
疎
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
、
社
保
と
国
保
の
両
方
の
審
査
委
員

を
な
さ
っ
て
い
た
古
参
の
先
生
が
お
ら
れ
、慣

れ
な
い
レ
セ
プ
ト
審
査
で
悪
戦
苦
闘
す
る
中
、

そ
の
先
生
か
ら
多
く
の
教
え
を
受
け
た
こ
と

「
社
会
的
な
医
療
」
の
視
点
を
大
切
に

土
肥 

博
雄　
広
島
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

　審査委員長に伺いました。
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が
、
今
で
も
審
査
に
お
け
る
大
切
な
指
針
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

審
査
委
員
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、

臨
床
医
が
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
治
療
し

て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
審
査
を
行
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
昔
は
今
と
違
い
、
抗
が

ん
剤
や
白
血
病
の
治
療
薬
は
副
作
用
が
と
て

も
強
く
、
患
者
さ
ん
は
大
変
苦
し
い
思
い
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
医
師

は
で
き
う
る
限
り
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
治
療

を
行
っ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

私
は
疾
患
に
対
す
る
治
療
方
針
や
経
過
に
つ

い
て
多
角
的
な
視
点
を
持
ち
な
が
ら
審
査
に

あ
た
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
た
と
え
病
名
が
あ
ろ
う
と
も
レ

セ
プ
ト
全
体
を
見
て
整
合
性
が
な
く
、
い
わ

ゆ
る
レ
セ
プ
ト
病
名
だ
と
判
断
し
た
場
合
は
、

認
め
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

審
査
委
員
長
の
立
場
か
ら

―
―
審
査
委
員
会
の
運
営
の
中
で
心
に
留
め

て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

　

ほ
と
ん
ど
の
審
査
委
員
は
地
域
医
療
に
携

わ
る
中
で
審
査
に
従
事
し
て
い
ま
す
の
で
、会

議
な
ど
は
な
る
べ
く
多
く
の
先
生
が
参
加
で

き
る
よ
う
に
時
間
調
整
を
行
う
努
力
を
し
て

い
ま
す
。

　

他
に
は
、
判
断
が
難
し
い
案
件
が
発
生
し

皆
で
協
議
す
る
よ
う
な
時
は
、
何
か
一
つ
で

も
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
（
反
対
理
論
・
反
対
意
見
）

の
よ
う
な
も
の
を
示
し
、
よ
り
深
い
議
論
に

な
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
現
在
の
広
島

の
審
査
委
員
の
先
生
方
は
、
医
療
顧
問
を
筆

頭
に
優
秀
な
方
が
揃
っ
て
い
ま
す
の
で
、
審

査
委
員
長
の
立
場
と
し
て
は
安
心
し
て
会
議

に
臨
め
て
い
ま
す
。

―
―
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
お
願
い
し
た
い
こ

と
は
あ
り
ま
す
か

　

広
島
支
部
で
は
定
期
的
に
協
会
け
ん
ぽ
や

健
康
保
険
組
合
連
合
会
の
皆
さ
ま
と
打
合
せ

を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
こ
こ
に
は

こ
う
書
い
て
あ
る
の
に
」
で
す
と
か
「
こ
ち

ら
の
レ
セ
プ
ト
は
査
定
さ
れ
て
い
る
の
に
」

と
い
っ
た
声
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
保
険
診
療
の
ル
ー
ル
が
前
提
と
な

り
ま
す
が
、
本
当
に
患
者
さ
ん
の
た
め
に
な

る
の
か
、必
要
な
治
療
だ
っ
た
の
か
と
い
う
視

点
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
医
療
保
険
制
度

―
―
こ
れ
か
ら
の
あ
る
べ
き
医
療
保
険
制
度

の
姿
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か

　

19
世
紀
以
前
に
も
た
く
さ
ん
の
薬
が
開
発

さ
れ
た
の
で
す
が
、
本
当
に
効
く
薬
は
ご
く

わ
ず
か
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
20
世
紀
に
は
抗
生
物
質
や
抗
が

ん
剤
が
多
く
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、
特
効
薬

と
言
わ
れ
る
も
の
で
も
約
80
％
の
有
効
が
せ

い
ぜ
い
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
21
世
紀
に
入
り
、
こ
こ
20
年

の
医
薬
品
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
本
当
に
効
く
薬
が
開
発
さ
れ
副
作

用
も
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
副
作
用

が
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
昔
の
よ

う
に
副
作
用
の
た
め
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
態
は
随
分
減
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
画
期
的
な
薬
が
次
々
と
で
き

て
い
る
一
方
、
値
段
が
従
前
の
薬
に
比
べ
何

倍
、何
百
倍
、何
万
倍
と
非
常
に
高
額
に
な
っ

て
き
て
お
り
、
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
ま

す
。
今
の
ま
ま
の
状
態
を
続
け
る
と
遠
く
な

い
将
来
、
財
政
が
破
綻
す
る
よ
う
な
事
態
が

起
き
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
破
綻
す
る
の
は

個
人
か
、
保
険
者
か
、
地
方
自
治
体
か
、
国
か
。

こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
医
療
保
険
制
度
を

見
直
す
だ
け
で
は
済
ま
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
経
済
的
な
問
題
が
あ
る
一
方
、

社
会
的
に
医
療
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う

側
面
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
見
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、

近
年
高
額
で
画
期
的
な
薬
剤
の
ほ
と
ん
ど
は

「
再
発
難
治
性
」
に
使
用
が
限
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
な
る
と
薬
の
有
効
率
も
高
く
な
り

ま
せ
ん
。
高
額
薬
剤
の
投
与
を
も
っ
と
広
範

囲
で
可
能
と
し
、
若
い
人
に
も
、
初
期
の
症

例
に
も
使
用
で
き
、
社
会
復
帰
し
て
み
ん
な

の
為
に
働
け
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
手
術
な
ど
投
薬
以
外
の
治
療

法
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
も
考
慮
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
が
ん
に
な
っ
て
一
時
的
に
高
価
な
薬
を

使
っ
て
も
ら
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
か
げ

で
自
分
は
今
も
元
気
に
働
い
て
い
ま
す
」
と

い
う
人
が
増
え
て
く
る
社
会
が
、
本
当
に
目

指
す
べ
き
医
療
だ
と
思
い
ま
す
。

月刊基金 September 20207



　支払基金では、毎月、各支部で受け付ける診療報酬明細書（レセプト）のうち、医科38万点以上の高額レ
セプト等については、本部に設置された特別審査委員会で審査を行っています。
　今月号では、令和元年度の特別審査委員会における受付状況および審査状況について紹介します。

　

特別審査委員会の概要
　特別審査委員会は、昭和59年10月1日施行の健康保険法等の一部を改正す
る法律にあわせて、基金法等の一部改正が行われ、厚生労働大臣の定める診
療報酬請求書について審査を行うため、昭和59年11月に主たる事務所（基
金本部）に設置されました。

　特別審査委員会の審査委員は、「診療担当者を代表する者」、「保険者を代
表する者」および「学識経験者」の三者で構成されています。（審査委員定
数60名）

　特別審査委員会が審査を行うレセプトは次のとおりです。
（１）医科レセプトのうち合計点数（心・脈管に係る手術を含む診療に係る

ものについては特定保険医療材料に係る点数を除いた合計点数）が38万
点以上のもの。

（２）肺移植、心移植、肝移植手術を含む診療に係るもの。
（３）歯科診療に係るレセプトのうち合計点数が20万点以上のもの。
（４）レセプトの全件数のうち漢方製剤の処方および調剤を含むレセプトの件

数が過半数を占める医療機関における漢方製剤の処方および調剤を含む
入院外のレセプトのうち、投薬料の点数が4千点以上のもの。

原審査 医療機関から請求があった診療報酬明細書に対する審査

再審査

再審査 原審査後の診療報酬明細書に、保険者または医療機関が再度の審査を申し出たものに対する
審査

原審どおり 再審査の結果、診療内容について保険者または医療機関からの申出に対し原審査のとおりと
したもの

査定 再審査の結果、診療内容について保険者または医療機関からの申出により査定したもの
査定
（単月点検分） 保険者からの申出により査定したもののうち、単月単位（明細書１件単位）の審査によるもの

査定
（縦覧点検分） 保険者からの申出により査定したもののうち、複数月単位の審査によるもの

用語の説明

設置1

構成2

審査対象
レセプト3

特別審査委員会における
取扱状況

令和元年度（令和元年5月審査分～令和2年4月審査分）
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12
年
度
別
受
付
件
数
等
の

推
移

（
1
）
年
度
別
受
付
状
況
（
図
１
）

　

令
和
元
年
度
の
受
付
件
数
は
、
医
科
・
歯

科
・
漢
方
合
計
4
万
7
4
2
8
件
（
対
前
年
増

減
率
20
・
5
％
増
）
で
す
。
こ
の
う
ち
医
科
は

4
万
5
6
0
9
件
（
同
21
・
1
％
増
）、
歯
科

は
1
3
7
9
件
（
同
11
・
6
％
増
）、
漢
方
は

4
4
0
件
（
同
3
・
7
％
減
）
で
す
。

（
2
）
主
た
る
疾
患
別
受
付
状
況

　
　 （
医
科
）（
図
２
）

　
医
科
の
主
た
る
疾
患
別
受
付
状
況
は
、
血
液

疾
患
の
増
加
が
大
き
く
、
構
成
割
合
31
・
4
％

に
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
疾
患
も

増
加
し
て
お
り
、
構
成
割
合
が
15
・
3
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

審
査
状
況
（
表
）

（
1
）
原
審
査
に
つ
い
て

      （
医
科
・
歯
科
・
漢
方
計
）

　
受
付
件
数
か
ら
返
戻
を
除
い
た
請
求
件
数
4

図２●主たる疾患別受付状況（医科）

注3

注1：図中の【　】内の数値は、合計に対する各数値の構成割合を示している。（医科）
　2：図中の（    ）内の数値は、対前年増減率を示している。
　3：平成30年11月審査より、審査対象レセプトが「40万点以上」から「38万点以上」に拡大された。

図1●年度別受付状況
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注：図中の【　】内の数値は、合計に対する各数値の構成割合を示している。



万
1
3
1
2
件
（
同
23
・
1
％
増
）
に
対
し
て
、

査
定
件
数
は
1
万
6
6
1
3
件
（
同
6
・
0
％

増
）
で
す
。

　
ま
た
、
査
定
点
数
は
、
請
求
点
数
2
4
4
億

9
2
7
1
万
点
（
同
24
・
2
％
増
）
に
対
し
て
、

3
億
2
2
6
7
万
点
（
同
4
・
1
％
増
）
で
す
。

　

請
求
1
万
点
当
た
り
査
定
点
数
は
1
3
1
・

7
点
（
同
16
・
2
％
減
）
で
す
。

（
2
）
再
審
査
に
つ
い
て

　
　 （
医
科
・
歯
科
・
漢
方
計
）

ア
　
保
険
者
再
審
査
に
つ
い
て

　
保
険
者
が
再
審
査
を
申
し
出
た
件
数
は
1
万

2
4
8
0
件
（
同
4
・
6
％
増
）
で
す
。

　
件
数
の
内
訳
を
み
る
と
、
原
審
ど
お
り
件
数

は
1
万
1
1
4
3
件
（
同
2
・
9
％
増
）、査
定

件
数
は
1
3
3
7
件
（
同
21
・
2
％
増
）
で
す
。

イ
　
医
療
機
関
再
審
査
に
つ
い
て

　
医
療
機
関
が
再
審
査
を
申
し
出
た
件
数
は

2
3
4
2
件
（
同
1
・
3
％
増
）
で
す
。

　

ま
た
、
査
定
件
数
は
1
6
0
件
（
同
7
・

0
％
減
）
で
す
。

表●審査状況（医科・歯科・漢方計）

処理区分

令和元年度 対前年増減率

件数 請求１万件 
当たり件数 点数 請求１万点 

当たり点数 件    数 請求１万件 
当たり件数 点    数 請求１万点 

当たり点数

原
審
査

請求

（件） （件） （千点） （点） （％） （％） （％） （％）

41,312 ̶ 24,492,709 ̶ 23.1 ̶ 24.2 ̶

査定 16,613 4,021.3 322,666 131.7 6.0 ▲ 13.9 4.1 ▲ 16.2 

再
審
査

保
険
者

原審どおり 11,143 2,697.3 ̶ ̶ 2.9 ▲ 16.4 ̶ ̶

査定 1,337 323.6 10,279 4.2 21.2 ▲ 1.5 44.9 16.7 

単月点検分 1,202 291.0 9,667 3.9 18.7 ▲ 3.6 42.5 14.7 

縦覧点検分 135 32.7 612 0.2 50.0 22.0 96.2 0 

計 12,480 3,020.9 ̶ ̶ 4.6 ▲ 15.0 ̶ ̶

医
療
機
関

原審どおり 2,182 528.2 ̶ ̶ 1.9 ▲ 17.2 ̶ ̶

査定 160 38.7 ▲ 3,009 ▲ 1.2 ▲ 7.0 ▲ 24.4 37.3 9.1 

計 2,342 566.9 ̶ ̶ 1.3 ▲ 17.7 ̶ ̶

※　令和2年4月審査は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原審査は算定ルールに関するコンピュータチェック分の処理を実施し、再審査は保留とした。

注１：「請求」には、返戻分は含まない。
　２：「請求1万件（点）当たり件数（点数）」は、原審査請求件数（点数）に対するものである。
　３：原審査および再審査の件数（点数）は、レセプト単位である。
【記号の説明】　「－」は掲げる計数がないものである。

令和元年5月審査分～令和2年4月審査分
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「
目
が
疲
れ
る
」
と
い
う
理
由
で
眼
科
を
受
診

す
る
患
者
さ
ん
は
非
常
に
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
仕
事
を
し
た
り
勉
強
を
し
た
り
す
れ
ば

誰
で
も
目
が
疲
れ
る
わ
け
で
す
が
、
作
業
量
に

見
合
っ
た
疲
労
感
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
生
理
的

疲
労
で
あ
り
休
息
に
よ
っ
て
回
復
し
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
疲
労
症
状
が
強
く
、
頭
痛
、
肩
凝
り
、

眼
痛
が
、
休
息
に
よ
っ
て
も
回
復
せ
ず
業
務
や

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
場
合
は
病
的
な
疲

労
で
あ
り
、「
眼
精
疲
労
」
と
呼
び
ま
す
。
眼

精
疲
労
は
疾
患
名
で
は
な
く
症
候
名
で
あ
り
、

眼
精
疲
労
を
き
た
し
て
い
る
原
因
を
診
断
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

 　

眼
精
疲
労
は
、
教
科
書
的
に
は
①
調
節
性
②

筋
性
③
症
候
性
④
不
等
像
性
⑤
神
経
性
の
５
つ

に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

①
の
調
節
性
眼
精
疲
労
は
近
方
視
の
た
め
の

調
節
を
過
度
に
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、

遠
視
、
眼
鏡
の
過
矯
正
、
老
視
に
よ
り
生
じ
ま

す
。
②
の
筋
性
眼
精
疲
労
は
外
斜
視
や
外
斜
位

が
あ
る
場
合
に
眼
位
を
正
位
に
保
つ
こ
と
で
生

じ
る
も
の
で
す
。
③
の
症
候
性
眼
精
疲
労
は
、

白
内
障
、
緑
内
障
、
ド
ラ
イ
ア
イ
な
ど
眼
疾
患

に
よ
る
視
機
能
障
害
に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
。
④

の
不
等
像
性
眼
精
疲
労
は
不
同
視
（
左
右
で
近

視
や
遠
視
の
度
が
大
き
く
異
な
る
）
や
網
膜
疾

患
が
原
因
で
、
左
右
の
像
の
大
き
さ
が
異
な
る

場
合
に
起
こ
り
ま
す
。
⑤
の
神
経
性
眼
精
疲
労

は
う
つ
病
や
心
身
症
な
ど
精
神
的
な
原
因
に
よ

る
も
の
で
す
。

 　

眼
精
疲
労
を
防
ぐ
、
ま
た
は
治
す
た
め
に

は
、
前
述
の
よ
う
な
眼
精
疲
労
の
原
因
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
先
決
で
す
。
市
販

の
点
眼
薬
で
様
子
を
見
て
い
る
患
者
さ
ん
が
多

い
で
す
が
、
白
内
障
、
緑
内
障
、
ド
ラ
イ
ア
イ

は
中
高
年
に
頻
度
の
高
い
疾
患
で
す
の
で
、
眼

精
疲
労
が
あ
れ
ば
一
度
眼
科
で
診
察
を
受
け
る

ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
白
内
障
の
多
く
が

加
齢
性
で
あ
り
、
40
歳
代
か
ら
有
病
率
が
増
え

て
き
ま
す
。
手
術
を
す
る
必
要
は
な
く
て
も
、

か
す
ん
で
見
え
た
り
光
が
ま
ぶ
し
い
な
ど
の
理

由
で
疲
れ
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
０
０
０
年
に
行
わ
れ
た
緑
内
障
に
関
す
る
有

名
な
疫
学
調
査
「
多
治
見
ス
タ
デ
ィ
」
で
は
、

40
歳
以
上
の
日
本
人
の
緑
内
障
の
有
病
率
は
約

５
％
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
行

わ
れ
た
ド
ラ
イ
ア
イ
に
関
す
る
疫
学
調
査
「
大

阪
ス
タ
デ
ィ
」
で
は
、
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー
の

約
６
割
が
ド
ラ
イ
ア
イ
ま
た
は
ド
ラ
イ
ア
イ
の

疑
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

 　

次
に
重
要
な
の
は
適
切
な
屈
折
矯
正
を
行
う

こ
と
で
、
つ
ま
り
眼
鏡
を
正
し
く
合
わ
せ
る
こ

と
で
す
。
見
え
づ
ら
い
あ
ま
り
、
眼
鏡
の
度
を

強
く
し
過
ぎ
て
過
矯
正
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
小
角
度
の
外
斜
視
に

よ
る
筋
性
眼
精
疲
労
が
あ
る
場
合
は
、
プ
リ
ズ

ム
眼
鏡
※
が
有
効
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
不
同

視
に
対
し
て
は
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
に
よ
る
矯

正
も
有
効
で
す
が
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
に
よ

り
ド
ラ
イ
ア
イ
や
ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎
の
症

状
が
出
や
す
い
こ
と
と
眼
鏡
よ
り
も
老
視
の
症

状
が
出
や
す
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
加
齢
に
よ
っ
て
調
節
力
が
低
下
す
る
た
め
、

40
歳
代
以
上
で
は
老
視
の
症
状
が
出
て
き
ま

す
。
最
近
で
は
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

が
普
及
し
、
近
方
視
の
機
会
が
増
え
て
い
ま
す

の
で
、
老
視
に
対
し
て
も
適
切
な
矯
正
が
必
要

で
す
。
近
用
眼
鏡
（
い
わ
ゆ
る
老
眼
鏡
）
に
は

単
焦
点
、
二
重
焦
点
、
累
進
焦
点
が
あ
り
、
生

活
ス
タ
イ
ル
お
よ
び
眼
鏡
へ
の
依
存
度
に
応
じ

て
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 　

眼
精
疲
労
の
治
療
薬
と
し
て
は
、
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
12
の
一
種
で
あ
る
シ
ア
ノ
コ
バ
ラ
ミ
ン
点
眼

液
が
眼
精
疲
労
に
対
し
て
保
険
適
応
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
眼
精
疲
労
は
ビ

タ
ミ
ン
不
足
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
、
安
易
に
点
眼
薬
を
処
方
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
ず
は
原
因
診
断
を
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

※
光
を
分
散
す
る
機
能
を
持
つ
プ
リ
ズ
ム
を

使
っ
た
眼
鏡
で
あ
り
、
斜
視
や
斜
位
の
患
者

に
使
用
さ
れ
る

眼精疲労

知っておきたい
病気の豆知識
連載134 回

医学の
はなし

群馬大学医学部
附属病院
（群馬県）

戸所 大輔

治
療

眼
精
疲
労
の
原
因

ま
ず
は
器
質
的
疾
患
を
除
外
す
る
こ
と

眼
鏡
は
合
っ
て
い
る
か

「
生
理
的
疲
労
」
と
「
病
的
疲
労
」

月刊基金 September 202011



超
音
波
検
査
（
断
層
撮
影
法
）（
胸
腹
部
）
を
算
定

す
る
場
合
の
「
摘
要
」
欄
へ
の
記
載
に
つ
い
て

事例❶

医科

基礎 知識
今回は①「超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）を算定する場合の「摘要」欄への記載について」②「DPC算
定対象となる病棟から地域包括ケア病棟への転棟に係る取扱いについて」③「歯科疾患管理料の算定について」
④「同一月内における「薬C 2回」の算定について」を掲載します。

　区分番号「D215」超音波検査「2」断層撮影法「ロ」その他の場合 （1）胸腹部を算定した場合の「摘要」欄への記
載については､ 令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上
の留意事項について」及び同年3月27日付け同省通知保医発0327第1号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」
等の一部改正について」に次のように示されています。

※「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添1第2章第3部第3節 D215 超音波検査の（8）から｢2｣の
｢ロ｣の｢（1）｣の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域につい
て診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。

【告示　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号】
別表第一　(抜粋)
　医科診療報酬点数表
　　第2章　特掲診療料
　　　第3部　検査
　　　　第3節　生体検査料

D215　超音波検査（記録に要する費用を含む｡）
2　断層撮影法（心臓超音波検査を除く｡）
ロ　その他の場合
（1）　胸腹部　530点

※「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」別添1第2章第3部第3節D215
超音波検査の（8）から｢2｣の｢ロ｣の｢（1）｣の胸腹部
を算定する場合は、検査を行った領域について診療
報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。
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保険請求の基礎 知識

　本事例については、超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）を算定していますが、令和2年3月5日付け厚生労
働省通知保医発0305第1号 ｢診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について｣ の別添1第2章
第3部第3節D215超音波検査の（8）に「｢2｣ の ｢ロ｣ の ｢（1）｣ の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領
域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。」と示されていることから、当該検査を行った
領域を摘要欄に記載することとなりますのでご留意願います。
　また、本事例については、電子レセプトによる請求を行う場合、令和2年10月診療分以降、同年3月27日付
け厚生労働省通知保医発0327第1号 ｢「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について｣ 別表
Ⅰにおけるレセプト電算処理システム用コードを選択の上、請求することとなりますので併せてご留意願います。

【通知　令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】
別添1　(抜粋)
　医科診療報酬点数表に関する事項
　　第2章　特掲診療料
　　　第3部　検査
　　　　第3節　生体検査料
　　　　　D215　超音波検査

（8）　｢2｣ の ｢ロ｣ の ｢（1）｣ の胸腹部を算定
する場合は、検査を行った領域について診
療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載

すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを
記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓
器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア　消化器領域
イ　腎・泌尿器領域
ウ　女性生殖器領域
エ　血管領域（大動脈・大静脈等）
オ　腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ　その他

【通知　令和2年3月27日付け厚生労働省通知保医発0327第1号】
別添1　(抜粋)
別紙1　診療報酬請求書等の記載要領
　Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
　　第3　診療報酬明細書の記載要領（様式第2）

2　診療報酬明細書の記載要領に関する事項
（20）　｢初診」、｢再診」、｢医学管理」、｢在宅」、｢投

薬」、｢注射」、｢処置」、｢手術･麻酔」、｢検査･
病理」、｢画像診断」、｢その他｣ 及び ｢入院｣ 欄
について
ア　通則
　各欄又は ｢摘要｣ 欄への診療行為等の名称
（以下この項において単に ｢名称｣ という。）、

回数及び点数の記載方法は、次のイからシまでのとおり
であること。また、名称、回数及び点数以外の ｢摘要｣
欄に記載する事項等は、別表Ⅰ ｢診療報酬明細書の ｢摘
要」欄への記載事項等一覧（医科）」のとおりであること。
　なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの ｢レ
セプト電算処理システム用コード｣ 欄にコードが記載さ
れた項目については、令和2年10月診療分以降、｢電子情
報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大
臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費
用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び
規格｣ に基づき、該当するコードを選択すること。（略）

別表Ⅰ　診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（医科）（抜粋）

項番 区分 診療行為
名称等 記 載 事 項 レセプト電算処理

システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言

267 D215

超音波検査（記録に要
する費用を含む。）
2　断層撮影法（心臓
超音波検査を除く。）
ロ　その他の場合
（1）　胸腹部

検査を行った領域を
記載すること。

820100681 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
ア　消化器領域

820100682 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
イ　腎・泌尿器領域

820100683 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
ウ　女性生殖器領域

820100684 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
エ　血管領域（大動脈・大静脈等)

820100685 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
オ　腹腔内・胸腔内の貯留物等

820100686 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：
カ　その他

（カに該当する場合）
具体的な臓器又は領域
を記載すること。

830100144 具体的な臓器又は領域；********

※ ｢記載事項｣ 欄における括弧書は、該当する場合に記載する事項であること。
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　本事例については、転棟日が令和2年5月13日であって、転棟先が療養病棟となっているため、入院期間Ⅱ
の途中であっても転棟した日から医科入院レセプトとなります。また、地域包括ケア病棟入院料を届け出る病
棟に転棟したため、医科点数表算定理由コード（GRコード）は「11」となりますのでご留意ください。

　DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟への転棟に係る取扱いについては、令和2年3月23日付け厚生労働
省通知保医発0323第2号「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正
等に伴う実施上の留意事項について」及び令和2年3月27日付け厚生労働省通知保医発第0327号第1号「「診療報酬請
求書等の記載要領等について」等の一部改正について」において、次のとおり記載されています。

【通知　令和2年3月23日付け厚生労働省通知保医発0323第2号】（抜粋）

第3　費用の算定方法
   1　診療報酬の算定
⑽　地域包括ケア病棟入院料1から4までを算定する病棟に転棟する場合等の取扱い
　DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟入院料1から4までに係る届出を行っている病棟（一般病棟に限る。）
に転棟した場合、第2の2の⑴の②に掲げる診断群分類点数表に定める入院日Ⅱまでの期間は、引き続き転棟前と同
じ診断群分類区分により算定することとし、起算日は当該入院日とする。

　―略―

   2　診療報酬の調整等
⑶　転棟した場合等の取扱い
①　DPC算定対象となる病棟以外の病棟に転棟した場合には、転棟した日の診療報酬の算定は医科点数表によるもの
とする。この場合において、DPC算定対象となる病棟以外の病棟における入院料等の算定に当たっては、入院期間
の算定の起算日は入院の日とする。

【通知　令和2年3月27日付け厚生労働省通知保医発第0327第1号】（抜粋）

Ⅱ　診療報酬明細書（様式第10）の記載要領
 　2　明細書の記載要領に関する事項
　　⒁　その他について

⑤　留意事項通知の第2の1の⑴に規定する、診断群分類区分に該当しないと判断された患者等、診断群分類点数表
により診療報酬を算定しない患者については、医科点数表に基づき算定することとなった理由を出来高明細書の「摘
要」欄の最上部に記載し、当該患者のうち以下に該当するものに限り、併せてDPCコードを記載すること。
ア　五号告示第二号に該当した患者
イ　診断群分類点数表に定める入院日Ⅲを超えた患者
ウ　医科点数表算定コードに該当した患者
エ　地域包括ケア病棟入院料を届け出る病棟に転棟した患者

　―略―

別表　医科点数表算定理由コード
05： 包括評価の対象とならない入院料を算定する患者であるため
　　（入院当初から地域包括ケア病棟に入院した場合等）
11： 地域包括ケア病棟入院料を届け出る病棟に転棟したため
　　（DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合）
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　本事例については、初診日の属する月に歯科疾患管理料が所定点数で算定されています。
　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号に、「1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者
に対し、当該患者又はその家族等（以下この部において「患者等」という。）の同意を得て管理計画を作成し、
その内容について説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。」と示されていますので、ご留意ください。

歯
科
疾
患
管
理
料
の
算
定
に
つ
い
て

事例❸

歯科

　初診日の属する月における歯科疾患管理料の算定については、令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号「診療
報酬の算定方法の一部を改正する件」において、次のように示されています。

【告示　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号】
別表第二
　歯科診療報酬点数表
　　第2章　特掲診療料
　　　第1部　医学管理等
　　　　B000-4　歯科疾患管理料

注1　1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管
理が必要な患者に対し、当該患者又はその家

族等（以下この部において「患者等」という。）の
同意を得て管理計画を作成し、その内容について
説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属
する月に算定する場合は、所定点数の100分の80
に相当する点数により算定する。

注2～注12　（略）
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事例❹

調剤

　本事例については、同一月内において「薬C」が2回算定されています。「薬C」は原則3月以内に再度処方
箋を持参した患者以外の患者に対して、告示等に掲げる指導等をすべて行った場合に算定すると示されている
ことから、前回の処方箋受付（5月21日）から3月以内に再度処方箋を持参した5月30日の「薬C」は算定で
きません。
　また、令和2年4月より当該期間の取扱いは6月以内から3月以内に変更されておりますので、ご留意くださ
い。

　薬剤服用歴管理指導料2（1の患者以外の患者に対して行った場合）については、令和2年3月5日付け厚生労働省
告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」の別表第三及び令和2年3月27日付け厚生労働省通知「「診
療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」において、次のとおり記載されています。

【告示　令和2年3月5日付け厚生労働省告示第57号】（抜粋）
別表第三
　調剤報酬点数表
　　第2節　薬学管理料
　　　区分10　薬剤服用歴管理指導料

1　原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対し
て行った場合　　　　　　　　　　　　　   43点
2　1の患者以外の患者に対して行った場合　  57点
3　特別養護老人ホームに入所している患者に訪問

して行った場合 　　　　　　　　　　　　　　 43点
4　情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合　43点
注1　1及び2については、患者に対して、次に掲げる
指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。ただし、1の患者であって
手帳を持参していないものに対して、次に掲げる指
導等の全てを行った場合は、2により算定する。

　　（イ～ホ　略）

【通知　令和2年3月27日付け厚生労働省通知保医発第0327第1号】（抜粋）
別表Ⅱ　調剤行為名称等の略号一覧
項番33　区分番号10
薬剤服用歴管理指導料1を算定した場合：3月以内に再度
処方箋を持参した患者（手帳あり）
薬A　 「薬学管理料」欄
項番34　区分番号10
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合：3月以内に再度

処方箋を持参した患者（手帳なし）
薬B 　「薬学管理料」欄
項番35　区分番号10
薬剤服用歴管理指導料2を算定した場合：3月以内に再
度処方箋を持参した患者以外
薬C　 「薬学管理料」欄
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おたずねに
答えて

今回は、保険者および医療機関等から寄せられた、オンライン請求システムに関するご質問を紹介します。

AQ

　配信予定日とは、保険者がレセプトデータをダウンロード可能となる開始日です。
　なお、配信日程（ダウンロード可能日）については、毎月、オンライン請求システ
ムのトップページでお知らせしていますので、ご確認願います。

保険者
からの
質　問

Q1 保険者のオンライン請求システムで、レセプト配信画面に表示のある配信
予定日とは何でしょうか。

A1

　配信期間内において、999回まで可能です。

Q2 保険者のレセプトデータの再配信について、配信回数に制限はありますか。

A2

　配信を中断する場合は、「中止」をクリックして処理を終了してください。ファイル
単位に配信が終了するため、次に配信を行うときは未配信のレセプトデータのみが配
信されます。

Q3 保険者のレセプトデータ配信を中断するには、どうしたらよいでしょうか。

A3

Q1 データの送信にあたり、回線の障害でオンライン請求ができなかった場合は、
どのように請求したらよいでしょうか。

A1
　書面による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことができます。（「療養の給
付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」附則第４条）

保険者・
医療機関等
からの
質　問

　オンライン請求システムでは取り消すことはできません。当該レセプトデータの取
り消しが必要な場合は、所在の支払基金へご連絡ください。

Q1 「請求確定」したレセプトデータを取り消すことは可能でしょうか。

A1

Q2 「請求確定」を行いましたが、実際に請求した件数や点数等の確認は行え
るのでしょうか。

　「請求確定」を行うと、状況表示画面の「請求確定件数」列に請求確定された件数が
表示されます。また、請求確定件数をクリックするとオンライン受領書が表示され、
レセプト種別ごとの件数や点数の内訳を確認することができます。なお、オンライン
受領書は、CSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

医療機関等
からの
質　問

A2
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　一部のウイルス対策ソフトは、送信用ソフト（セットアップＣＤ－ＲＯＭ）のオー
トラン（自動実行）時に警告を表示する場合があります。ウイルス対策ソフトの種類
によって表示されるメッセージが異なりますので、ウイルス対策ソフトのマニュアル
を参照の上、警告をキャンセルし、セットアップを実行してください。
　なお、解決しない場合は、オンライン請求システムヘルプデスク（0120-60-7210）
へお問い合わせ願います。

Q2 送信用ソフト（セットアップＣＤ－ＲＯＭ）をパソコンにセットすると、警告メ
ッセージ画面（「悪質なスクリプトを検出しました」等）が表示されるのです
が、どうしたらよいでしょうか。

A2

　オンライン請求システムのプログラム（画面）変更により、メッセージが表示され
る場合があります。古い画面表示情報（キャッシュデータ）を削除してください。削
除方法については、オンライン請求システム操作手順書の〔Ｑ＆Ａ〕を参考願います。
　なお、解決しない場合は、オンライン請求システムヘルプデスク（0120-60-7210）
へお問い合わせ願います。

Q3 オンライン請求システムにログインするため、「請求」又は「確認試験」
ボタンをクリックすると、「Webページに問題があるため、正しく表示または
機能しなくなる可能性があります。今後、ステータスバーに表示された警告
アイコンをダブルクリックすると、このメッセージを表示できます」のメッセー
ジが表示されるのですが、どうしたらよいでしょうか。

A3

オンライン請求に関するシステム利用者の支援として、フリーダイヤルを設置しております

　　ネットワーク回線に関するお問い合わせ

　■　ネットワークサポートデスク　0120-220-571
　　 1日～ 4日、11日～月末・・・・・・・・9時から17時　休日（土曜、日曜及び祝日）除く　
　　 5日～ 7日・・・・・・・・・・・・・・8時から21時　休日（土曜、日曜及び祝日）含む
　　 8日～ 10日・・・・・・・・・・・・・8時から24時　休日（土曜、日曜及び祝日）含む
　　 ※　年末年始（12/29～ 1/3）を除く

　　システムに関するお問い合わせ

　■　オンライン請求システムヘルプデスク　0120-60-7210
　　 5日～ 7日、11日、12日・・・・・・・・ 8時から21時　休日（土曜、日曜及び祝日）含む　
　　 8日～ 10日 ・・・・・・・・・・・・・・ 8時から24時　休日（土曜、日曜及び祝日）含む
　   13日～月末・・・・・・・・・・・・・ ・9時から17時　休日（土曜、日曜及び祝日）除く
　   ※　年末年始（12/29～ 1/3）を除く

　■　特定健診・保健指導決済システムヘルプデスク　0120-109-957
　　 1日～月末・・・・・・・・・・・・・・9時から17時　休日（土日、日曜及び祝日）除く
　　 ※　年末年始（12/29～ 1/3）を除く

　A3と同様です。

Q4 レセプト送信の画面で「実行」ボタンをクリックしても、「レセプト送信プロ
グラムを起動中です」のメッセージが表示されたままで送信できないのです
が、どうしたらよいでしょうか。

A4

その他、オンライン請求システムに関するＱ＆Ａは、サポートサイトの「困ったときは」に掲載して
います。
オンライン請求システムサポートサイト　－障害情報等のお知らせサイト－
http://www.onlineseikyu.jp

オンライン請求に関するお問い合わせ先

月刊基金 September 202019



答

答

答

問
6

問
3

問
1

答問
1

問
5

答

問
1

医　

科

そ
の
15
【
特
殊
カ
テ
ー
テ
ル
加
算
】

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
６
３
」
特
殊

カ
テ
ー
テ
ル
加
算
に
つ
い
て
、

在
宅
自
己
導
尿
を
行
っ
て
い
る
入
院

中
の
患
者
以
外
の
患
者
に
対
し
て
、

再
利
用
型
カ
テ
ー
テ
ル
、
間
歇
導
尿

用
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
カ
テ
ー
テ
ル

又
は
間
歇
バ
ル
ー
ン
カ
テ
ー
テ
ル
を

使
用
し
た
場
合
に
、
３
月
に
３
回
に

限
り
、
第
１
款
の
所
定
点
数
に
加
算

す
る
と
さ
れ
た
が
、
患
者
の
受
診
状

況
等
に
応
じ
て
２
月
に
２
回
と
し
て

も
算
定
可
能
か
。

　
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
一
月
に

使
用
す
る
分
と
し
て
は
、
１
回
分
を

事
項
に
つ
い
て
」（
令
和
２
年
３
月
５

日
保
医
発
0
3
0
5
第
１
号
）
の
区

分
番
号
「
Ａ
２
４
７
─
２
」
せ
ん
妄
ハ

イ
リ
ス
ク
患
者
ケ
ア
加
算
（
２
）
に

あ
る
「
急
性
期
医
療
を
担
う
保
険
医

療
機
関
の
一
般
病
棟
」
に
は
、
区
分

番
号
「
Ａ
３
０
２
」
新
生
児
特
定
集

中
治
療
室
管
理
料
等
、
当
該
加
算
が

算
定
で
き
な
い
一
般
病
棟
は
含
ま
れ

る
の
か
。

　
含
ま
れ
な
い
。

そ
の
23
【
血
糖
自
己
測
定
器
加
算
】

　
区
分
番
号
「
Ｃ
１
５
０
」
血
糖

自
己
測
定
器
加
算
の
「
７
」
間

歇
ス
キ
ャ
ン
式
持
続
血
糖
測
定
器
に

よ
る
も
の
に
つ
い
て
、
専
門
の
知
識

及
び
５
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
常

勤
の
医
師
が
い
な
い
保
険
医
療
機
関

で
、
他
の
保
険
医
療
機
関
の
当
該
条

件
を
満
た
す
医
師
の
指
導
の
下
で
、

糖
尿
病
の
治
療
を
行
う
常
勤
の
医
師

が
間
歇
ス
キ
ャ
ン
式
持
続
血
糖
測
定

器
を
使
用
し
て
血
糖
管
理
を
行
っ
た

場
合
に
は
算
定
可
能
か
。

　
算
定
で
き
な
い
。

そ
の
23
【
手
術
通
則
】

　
医
科
点
数
表
第
２
章
第
10
部
手

術
の
通
則
の
19
に
関
す
る
施
設

基
準
に
お
い
て
、　
「
乳
房
切
除
術
を

行
う
施
設
に
お
い
て
は
乳
房
Ｍ
Ｒ
Ｉ

撮
影
加
算
の
施
設
基
準
に
係
る
届
出

を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、

乳
房
Ｍ
Ｒ
Ｉ
撮
影
加
算
の
施
設
基
準

を
満
た
さ
な
い
が
、
当
該
診
療
を
行

う
に
十
分
な
体
制
が
取
ら
れ
て
い
る

場
合
、
算
定
で
き
な
い
の
か
。

　
画
像
診
断
管
理
加
算
２
又
は
３
を
算

定
し
て
お
り
、
関
連
学
会
よ
り
乳
癌

の
専
門
的
な
診
療
が
可
能
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
が
、
遺
伝
性
乳

癌
卵
巣
癌
症
候
群
の
患
者
の
診
療
に
当
た

り
、
1
・
5 

テ
ス
ラ
以
上
の
Ｍ
Ｒ
Ｉ
装
置

を
有
す
る
他
の
保
険
医
療
機
関
と
連
携
し
、

当
該
患
者
に
対
し
て
Ｍ
Ｒ
Ｉ
撮
影
が
で
き

る
等
、
乳
房
Ｍ
Ｒ
Ｉ
撮
影
加
算
の
施
設
基

準
を
満
た
す
保
険
医
療
機
関
と
同
等
の
診

療
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
施

設
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
差
し
支
え

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
連
携
に
つ
い
て
は

文
書
に
よ
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場

合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
届

出
の
際
に
当
該
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

医　

科
（
Ｄ
Ｐ
Ｃ
）

そ
の
23
【「
医
療
資
源
を
最
も
投
入
し
た

傷
病
名
」
に
つ
い
て
】

　
医
療
資
源
を
最
も
投
入
し

た
傷
病
名
と
し
て
「U

07.2 
C

O
VID

-19, virus not identified

」

が
該
当
す
る
患
者
に
つ
い
て
は
、
ど

の
傷
病
名
を
選
択
し
、
ど
の
よ
う
に

　令和2年6月2日付け厚生労働省保険
局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送
付について（その15）」、令和2年6月
30日付け同事務連絡（その20）および
令和2年7月20日付け同事務連絡（その
23）から一部を抜粋してお知らせします。

令和2年度

診療報酬
改定の解説

超
え
る
算
定
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
１

月
目
に
当
月
分
と
翌
月
分
の
２
回
分
算
定

し
、
３
月
目
に
当
月
分
と
翌
月
分
の
２
回

分
算
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
１

月
目
に
当
月
分
と
翌
月
分
の
２
回
分
算
定

し
、
２
月
目
に
当
月
分
と
翌
月
分
の
２
回

分
算
定
す
る
こ
と
は
不
可
。

そ
の
20
【
摂
食
機
能
療
法
（
摂
食
嚥
下

支
援
加
算
）】

　
区
分
番
号
「
Ｈ
０
０
４
」
摂
食

機
能
療
法
の
注
３
の
摂
食
嚥
下

支
援
加
算
に
つ
い
て
、
月
に
１
回
以

上
、
内
視
鏡
下
嚥
下
機
能
検
査
又
は

嚥
下
造
影
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
が
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る

保
険
医
療
機
関
Ａ
と
は
別
の
保
険
医

療
機
関
Ｂ
に
お
い
て
検
査
を
実
施
し

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
険
医
療
機

関
Ａ
に
お
い
て
当
該
加
算
を
算
定
す

る
こ
と
は
可
能
か
。

　
算
定
可
能
。
こ
の
場
合
、
保
険
医
療

機
関
Ａ
は
、
保
険
医
療
機
関
Ｂ
に
お

け
る
検
査
結
果
を
診
療
録
等
に
記
載
又
は

添
付
す
る
と
と
も
に
、
保
険
医
療
機
関
Ｂ

の
名
称
及
び
検
査
実
施
日
を
診
療
報
酬
明

細
書
の
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

そ
の
23
【
せ
ん
妄
ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
ケ

ア
加
算
】

　
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一

部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意

20月刊基金 September 2020



問
3

問
2

答

問
4

答答

答

問
1

問
1

答 問
2

答 問
3

答問
1

答答
算
定
す
れ
ば
よ
い
か
。

　
「U

07.1 CO
V
ID
-19

」
を
選
択
し
、

医
科
点
数
表
に
よ
り
算
定
す
る
。
診

療
報
酬
明
細
書
の
摘
要
欄
に
「U

07.1

」
と

記
載
す
る
こ
と
。

歯　

科

そ
の
15
【
特
定
保
険
医
療
材
料
】

　

 「
特
定
保
険
医
療
材
料
の
材
料

価
格
算
定
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い
て
」
の
Ⅱ
の
４
の
０
５
９
「
純

チ
タ
ン
２
種
」（
以
下
、「
純
チ
タ
ン
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
鋳
造
用
で
は

な
く
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
用
の
材
料
を

用
い
た
場
合
は
算
定
で
き
る
か
。

　
算
定
で
き
な
い
。

　
純
チ
タ
ン
で
作
製
し
た
全
部
金

属
冠
に
つ
い
て
、
歯
冠
形
成
は

ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
の
か
。

　
区
分
番
号
「
Ｍ
０
０
１
」
に
掲
げ
る

歯
冠
形
成
の
「
１
の
イ 

金
属
冠
」
又

は
「
２
の
イ 

金
属
冠
」
に
よ
り
算
定
す
る
。

　
純
チ
タ
ン
で
作
製
し
た
全
部
金

属
冠
に
つ
い
て
、
装
着
は
ど
の

よ
う
に
算
定
す
る
の
か
。

　
区
分
番
号
「
Ｍ
０
０
５
」
に
掲
げ
る

装
着
の
「
１ 

歯
冠
修
復
」
に
よ
り
算

定
す
る
。

　
純
チ
タ
ン
で
作
製
し
た
全
部
金

属
冠
に
つ
い
て
、区
分
番
号
「
Ｍ

０
０
０
─
２
」
に
掲
げ
る
ク
ラ
ウ
ン
・

ブ
リ
ッ
ジ
維
持
管
理
料
は
対
象
と
な

る
か
。

　
な
る
。

調　

剤

そ
の
23
【
調
剤
基
本
料
】

　
 「

平
成
30
年
4
月
1
日
以
降
に

開
局
し
た
も
の
に
限
り
「
特
定

の
保
険
医
療
機
関
と
不
動
産
の
賃
貸

借
取
引
関
係
に
あ
る
保
険
薬
局
」
と

判
断
す
る
。」
と
あ
る
が
、
平
成
30
年

3
月
31
日
以
前
に
開
局
し
た
も
の
で
、

平
成
30
年
4
月
1
日
以
降
に
特
定
の

保
険
医
療
機
関
と
不
動
産
の
賃
貸
借

取
引
関
係
に
あ
る
保
険
薬
局
と
な
っ

た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る

の
か
。

　
平
成
30
年
３
月
31
日
以
前
に
開
局
し

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
規
定
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
平
成
30
年
４
月
１
日
以

降
に
特
定
の
保
険
医
療
機
関
と
不
動
産
の

賃
貸
借
取
引
関
係
に
あ
る
保
険
医
療
機
関

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
特
定
の
保
険
医
療

機
関
と
不
動
産
の
賃
貸
借
取
引
関
係
に
あ

る
保
険
薬
局
と
判
断
す
る
。

　

な
お
、
平
成
28
年
９
月
30
日
以
前
に
開

局
し
た
保
険
薬
局
で
あ
っ
て
、
平
成
28
年

10
月
１
日
以
降
に
病
院
で
あ
る
特
定
の
保

険
医
療
機
関
と
不
動
産
の
賃
貸
借
取
引
関

係
に
あ
る
保
険
医
療
機
関
と
な
っ
た
場
合

も
同
様
に
、
特
定
の
保
険
医
療
機
関
と
不

動
産
の
賃
貸
借
取
引
関
係
に
あ
る
保
険
薬

局
と
判
断
す
る
。

医
科
・
歯
科
・
調
剤

そ
の
20
【
療
養
の
給
付
と
直
接
関
係
な

い
サ
ー
ビ
ス
等
】

　
令
和
2
年
7
月
1
日
か
ら
医
薬

品
・
化
粧
品
小
売
業
等
に
お
い

て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
買
物
袋
の
有

料
化
が
必
須
と
な
る
が
、
保
険
薬
局

に
お
い
て
、
薬
剤
又
は
治
療
材
料
等

の
支
給
を
行
う
場
合
に
、
一
部
負
担

金
と
は
別
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
買
物

袋
の
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、「
保

険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当

規
則
」
に
抵
触
す
る
か
。

　
患
者
に
交
付
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

買
物
袋
に
係
る
費
用
は
、
療
養
の

給
付
と
直
接
関
係
な
い
サ
ー
ビ
ス
等
の
費

用
に
該
当
す
る
た
め
、
抵
触
し
な
い
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
、
予
め
患
者
に
対
し
、

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
料
金
等
に
つ
い
て
明

確
か
つ
懇
切
に
説
明
し
、
同
意
を
確
認
の

上
徴
収
す
る
な
ど
「
療
養
の
給
付
と
直
接

関
係
な
い
サ
ー
ビ
ス
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」（
平
成
17
年
９
月
１
日
保
医
発
第

0
9
0
1
0
0
2
号
）
に
従
い
運
用
す
る

こ
と
。

　
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
薬

剤
又
は
治
療
材
料
等
の
支
給
を

行
う
場
合
に
、
一
部
負
担
金
と
は
別

に
自
主
的
取
組
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
買
物
袋
の
費
用
を
徴
収
す
る
こ

と
は
、「
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医

療
養
担
当
規
則
」
に
抵
触
す
る
か
。

　
保
険
医
療
機
関
自
体
の
自
主
的
取
組

と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
買
物
袋
の

費
用
を
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
問

１
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

（
な
お
、
保
険
医
療
機
関
内
に
設
置
さ
れ
た

別
法
人
に
よ
る
小
売
業
者
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
買
物
袋
の
有
料
化
が
必
須
で
あ
る
。）

　
令
和
2
年
3
月
23
日
付
の
一
部

改
正
通
知
に
お
い
て
、
療
養
の

給
付
と
直
接
関
係
な
い
サ
ー
ビ
ス
等

の
具
体
例
と
し
て
「
保
険
薬
局
に
お

け
る
患
家
等
へ
の
薬
剤
の
持
参
料
及

び
郵
送
代
」
及
び
「
保
険
医
療
機
関

に
お
け
る
患
家
等
へ
の
処
方
箋
及
び

薬
剤
の
郵
送
代
」
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
衛
生
材
料
又
は
保
険
医
療
材

料
の
持
参
料
及
び
郵
送
代
も
同
様
に
、

患
者
か
ら
徴
収
し
て
よ
い
の
か
。

　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お

け
る
患
家
等
へ
の
衛
生
材
料
又
は
保

険
医
療
材
料
の
持
参
料
及
び
郵
送
代
に
つ

い
て
も
、
薬
剤
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
差

し
支
え
な
い
。

疑義解釈資料の全文は厚生労働省ホームページ、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）に掲載しています。
トップページ → 診療報酬の審査 → 診療報酬関係通知 → 令和 2年度診療報酬改定関係
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福
祉
医
療
機
構
は
７
月
９
日
、「
病

院
経
営
動
向
調
査
（
２
０
２
０
年
６
月

調
査
）
に
お
け
る
経
営
動
向
お
よ
び
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
等

に
つ
い
て
」
を
公
表
し
た
。

　

調
査
は
、
病
院
経
営
動
向
調
査
の
モ

ニ
タ
ー
病
院
が
対
象
で
、
３
７
５
病
院

の
う
ち
３
１
１
病
院
（
82
・
９
％
）
が

回
答
。
感
染
症
の
対
応
状
況
を
踏
ま
え

て
今
後
の
病
院
の
安
定
的
運
営
に
向
け

て
必
要
な
制
度
（
複
数
回
答
）
に
つ
い

て
は
、
①
減
収
に
対
す
る
補
填
が
74
・

９
％
で
ト
ッ
プ
。
以
下
、
②
速
や
か
な

検
査
体
制
の
確
保
66
・
６
％
③
医
療
資

材
の
円
滑
な
供
給
64
・
３
％
④
感
染
症

対
応
の
診
療
報
酬
上
の
評
価
の
拡
充

り
方
な
ど
を
議
論
す
る
。

　

厚
労
省
は
、
医
療
扶
助
に
関
す
る
検

討
会
の
初
会
合
を
７
月
15
日
に
開
催
し

た
。
医
療
扶
助
に
対
応
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
の
令
和
５
年
度
か
ら
の
実

施
に
向
け
て
検
討
し
、
年
内
に
中
間
と

り
ま
と
め
を
行
う
。
そ
の
後
、
年
度
内

を
目
処
に
頻
回
受
診
対
策
等
の
適
正
化

対
策
や
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て
議
論

す
る
予
定
。

　

厚
労
省
は
７
月
17
日
、「
２
０
１
９
年

国
民
生
活
基
礎
調
査
の
概
況
」
を
公
表

し
た
。
通
院
者
率
（
傷
病
で
通
院
し
て

い
る
者
の
割
合
）
は
人
口
千
人
当
た
り

４
０
４
・
０
で
、
３
年
前
の
前
回
調
査
の

３
９
０
・
２
と
比
べ
13
・
８
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
た
。
健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け

た
40
〜
74
歳
の
者
の
割
合
は
73
・
３
％

（
男
77
・
２
％
、
女
69
・
７
％
）
で
、
３

年
前
の
71
・
０
％
（
男
75
・
０
％
、
女

67
・
３
％
）
と
比
べ
２
・
３
ポ
イ
ン
ト

増
加
し
た
。

　

政
府
は
７
月
17
日
、「
規
制
改
革
実

施
計
画
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
関
す
る
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
来
年
９
月
予
定
の
新

シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け
て
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
必

要
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
人
材
の
確
保
と
関
係
機
関

か
ら
の
参
画
を
得
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
審
査
委
員
会
の
補
助
、
レ
セ

プ
ト
事
務
点
検
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て

は
、
令
和
４
年
度
ス
タ
ー
ト
の
新
組
織

の
下
で
の
業
務
フ
ロ
ー
を
具
体
化
し
、

在
宅
審
査
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
検
討

す
る
と
し
て
い
る
。

　　

政
府
は
７
月
17
日
、「
経
済
財
政
運

営
と
改
革
の
基
本
方
２
０
２
０
（
骨
太

方
針
２
０
２
０
）」
を
閣
議
決
定
し
た
。

　

本
年
３
月
の
「
審
査
支
払
機
関
改
革

に
お
け
る
今
後
の
取
組
」
等
に
基
づ
き
、

審
査
支
払
シ
ス
テ
ム
や
業
務
を
整
合
的

37
・
６
％
な
ど
が
多
い
。

　

厚
労
省
は
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
に

対
す
る
意
見
募
集
を
７
月
10
日
か
ら
８

月
８
日
ま
で
実
施
し
た
。
内
容
は
、
来

年
３
月
に
導
入
予
定
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
に
関
す
る
省
令
改
正
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
仕
組
み
を

活
用
し
た
審
査
支
払
機
関
に
よ
る
レ
セ

プ
ト
振
替
に
つ
い
て
、
請
求
さ
れ
た
レ

セ
プ
ト
に
軽
微
な
不
備
が
あ
る
場
合
、

審
査
支
払
機
関
が
職
権
で
補
正
で
き
る

こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
「
薬
剤
師
の
養
成
及
び

資
質
向
上
等
に
関
す
る
検
討
会
」
の
初

会
合
を
７
月
10
日
に
開
催
し
た
。
薬
学

教
育
６
年
制
課
程
が
平
成
18
年
に
開
始

さ
れ
て
以
降
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
①

薬
剤
師
の
需
給
調
査
や
②
薬
剤
師
の
養

成
・
確
保
③
免
許
取
得
後
の
資
質
向
上

の
た
め
の
取
組
④
今
後
の
薬
剤
師
の
あ

MONTHLY
N O T E

マンスリーノート

医療保険等の動き

7        8
July August

安
定
的
な
病
院
運
営
に
向
け
て

減
収
に
対
す
る
補
填
を

7
月
9
日

【
病
院
経
営
】

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
関
す
る

省
令
改
正
で
意
見
募
集

7
月

10
日

【
医
療
保
険
】

薬
剤
師
の
養
成
及
び
資
質
向
上
等
に

関
す
る
検
討
会
が
ス
タ
ー
ト

7
月

10
日

【
医
療
】

支
払
基
金
の
見
直
し
で
は

在
宅
審
査
の
仕
組
み
の
検
討
も

7
月

17
日

【
規
制
改
革
】

審
査
支
払
機
関
改
革
を

着
実
に
進
め
る

7
月

17
日

【
骨
太
方
針
】

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
や

適
正
化
対
策
な
ど
議
論

7
月

15
日

【
医
療
扶
助
】

通
院
者
率
13・８
ポ
イ
ン
ト
増

健
診
等
受
診
率
２・３
ポ
イ
ン
ト
増

【
国
民
生
活
基
礎
調
査
】

7
月

17
日
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厚
労
省
は
８
月
５
日
、
被
保
護
者
調

査
（
令
和
２
年
５
月
分
概
数
）
を
公
表

し
た
。
５
月
の
医
療
扶
助
人
員
は
１
６

９
万
７
８
２
７
人
で
、
前
月
と
比
べ
１

万
７
０
３
７
人
（
１
・
０
％
）
減
少
、

前
年
同
月
と
比
べ
４
万
５
０
９
１
人

（
２
・
６
％
）
減
少
し
た
。

　

な
お
５
月
の
保
護
申
請
件
数
は
前
年

同
月
比
９
・
７
％
減
で
あ
っ
た
。
一
方
、

保
護
開
始
世
帯
数
は
７
・
５
％
増
と
高

い
伸
び
で
、
保
護
廃
止
世
帯
数
は
12
・

５
％
減
と
な
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
が
８
月
７
日
に
公
表
し
た

「
病
院
報
告
（
令
和
２
年
４
月
分
概

数
）」
に
よ
る
と
、
４
月
の
１
日
平
均

在
院
患
者
数
は
前
月
と
比
べ
６
万
１
８

４
５
人
（
５
・
１
％
）
減
少
し
１
１
４

万
２
３
１
８
人
で
あ
っ
た
。
同
様
に

病
床
利
用
率
は
３
・
７
％
減
少
し
72
・

６
％
。
１
日
平
均
外
来
患
者
数
は
13
万

６
５
６
６
人
（
11
・
２
％
）
減
少
し
１

０
８
万
４
５
２
８
人
と
な
っ
て
い
る
。

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
下
で
の
医

業
経
営
の
状
況
（
２
０
１
９
年
及
び
２

０
２
０
年
３
〜
５
月
レ
セ
プ
ト
調
査
）

を
公
表
し
た
。
５
月
の
入
院
外
総
点
数

（
入
院
外
保
険
収
入
）
の
対
前
年
同
期

比
は
、
病
院
が
▲
11
・
６
％
（
４
月
は

▲
６
・
３
％
）、
診
療
所
が
▲
20
・
２
％

（
同
▲
18
・
６
％
）
に
悪
化
。
初
診
料
算

定
回
数
の
対
前
年
同
月
比
も
悪
化
が
続

い
て
お
り
、
３
〜
５
月
を
み
る
と
、
一

般
病
院
は
▲
23
・
１
％
、
▲
37
・
４
％
、

▲
41
・
５
％
、
無
床
診
療
所
は
▲
31
・

３
％
、
▲
39
・
５
％
、
▲
44
・
７
％
と

な
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
７
月
30
日
、
デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
改
革
推
進
本
部
を
開
催
し
、
今
後
２

年
間
の
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
集
中
改
革
プ

ラ
ン
」
と
そ
の
工
程
表
を
示
し
、
省
を

挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

今
後
２
年
間
で
次
の
３
つ
の
Ａ
Ｃ
Ｔ

Ｉ
Ｏ
Ｎ
を
集
中
的
に
実
行
す
る
。
①
全

国
で
医
療
情
報
を
確
認
で
き
る
仕
組
み

の
拡
大
（
令
和
４
年
夏
を
目
途
に
運
用

開
始
）
②
電
子
処
方
箋
の
仕
組
み
の
構

築
（
令
和
４
年
夏
を
目
途
に
運
用
開
始
）

③
自
身
の
保
健
医
療
情
報
を
活
用
で
き

か
つ
効
率
的
に
機
能
さ
せ
る
等
の
改
革

を
着
実
に
進
め
る
、
と
明
記
。
ま
た
、

被
保
険
者
番
号
の
個
人
単
位
化
と
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
の
た
め
の

「
保
健
医
療
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」
に
つ
い
て
は
２
０
２
０
年
度
に
本

格
運
用
を
開
始
す
る
と
し
て
い
る
。

　

全
国
知
事
会
は
７
月
19
日
、「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
緊

急
提
言
」
を
ま
と
め
た
。

　

医
療
提
供
体
制
の
拡
充
・
強
化
に
関

し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
の
判
断
で
柔
軟
に
幅
広
く
活

用
で
き
る
よ
う
見
直
す
こ
と
や
、
交
付

金
の
増
額
な
ど
を
要
請
。
地
方
の
意
見

に
も
配
慮
し
た
診
療
報
酬
の
引
上
げ
や

福
祉
医
療
機
構
に
よ
る
無
利
子
・
無
担

保
貸
付
拡
充
等
に
よ
り
戦
略
的
に
対
処

す
る
こ
と
な
ど
も
求
め
て
い
る
。

　

日
本
医
師
会
は
７
月
22
日
、
新
型
コ

る
仕
組
み
の
拡
大
（
令
和
３
年
に
必
要

な
法
制
上
の
対
応
を
行
い
、
令
和
４
年

度
早
期
か
ら
順
次
拡
大
し
、
運
用
）。

　

消
防
庁
は
７
月
30
日
、
本
年
６
月
の

熱
中
症
に
よ
る
救
急
搬
送
人
員
は
６
３

３
６
人
で
、
前
年
同
月
の
４
１
５
１
人

と
比
べ
２
１
８
５
人
（
52
・
６
％
）
多

か
っ
た
と
発
表
し
た
。
年
齢
区
分
別

で
は
65
歳
以
上
が
３
７
８
１
人
で
59
・

７
％
と
約
６
割
を
占
め
て
い
る
。

　

日
本
感
染
症
学
会
は
８
月
３
日
、
提

言
「
今
冬
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
Ｃ
Ｏ

Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
に
備
え
て
」
を
公
表
し
た
。

　

次
の
冬
季
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
大
き
な
流
行
が
予
測
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
①
検
査
②
治

療
③
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
提
言
し
て
い

る
。
③
ワ
ク
チ
ン
で
は
、
同
時
流
行
を

最
大
限
に
警
戒
す
べ
き
で
あ
り
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
強
く
推

奨
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

３
つ
の
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
を

集
中
的
に
実
行
す
る

7
月

30
日

【
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
】

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
り

５
月
は
一
段
と
悪
化

7
月

22
日

【
医
業
経
営
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
す
る
緊
急
提
言
ま
と
め
る

7
月

19
日

【
全
国
知
事
会
】

６
月
の
熱
中
症
の
救
急
搬
送
は

前
年
同
月
と
比
べ
約
５
割
増

7
月
30
日

【
熱
中
症
】

５
月
の
医
療
扶
助
人
員
は

前
年
比
２・６
％
減
少

8
月
5
日

【
生
活
保
護
】

４
月
の
在
院
患
者
５・１
％
減

外
来
患
者
11・２
％
減

8
月
7
日

【
病
院
】

今
冬
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
の

同
時
流
行
に
備
え
て
学
会
が
提
言

8
月
3
日

【
新
型
コ
ロ
ナ
】
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令和2年5月審査分の審査状況（医科歯科計）

　令和2年5月審査分の原審査および再審査の状況と、それぞれの時系列推移の概要です。 
　原審査の査定件数は50万件（対前年増減率▲30.3%）、査定点数は1億7,143万点（同▲44.7%）となっています。
　一方、保険者からの申出による再審査の査定件数は9万件（同▲54.0%）、査定点数は3,805万点（同▲39.8%）
となっています。
　支払基金における審査状況の詳細は、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）からご覧いただけます。

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

請求 48,441,200 － ▲23.8 －
査定 498,885 103.0 ▲30.3 ▲8.5

単月点検分 342,199 70.6 ▲30.4 ▲8.7
突合点検分 99,021 20.4 ▲18.5 6.9
縦覧点検分 57,665 11.9 ▲43.5 ▲25.9

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

101,966,097,775 － ▲13.2 －
171,430,471 16.8 ▲44.7 ▲36.4
133,126,063 13.1 ▲46.4 ▲38.2
21,951,524 2.2 ▲35.7 ▲26.0
16,352,884 1.6 ▲41.4 ▲32.5

●原審査

●再審査

処理区分

全管掌

件数 請求1万件
当たり件数

対前年増減率（％）

件数 請求1万件
当たり件数

保
険
者

原審どおり 178,879 27.5 ▲ 65.3 ▲ 66.1
査定 86,629 13.3 ▲54.0 ▲55.1

単月点検分 30,783 4.7 ▲64.7 ▲65.5
突合点検分 37,503 5.8 ▲18.7 ▲20.7
縦覧点検分 18,343 2.8 ▲66.6 ▲67.4

審査返戻 741 0.1 ▲73.5 ▲74.2
医
療
機
関

原審どおり 7,392 1.1 ▲ 52.3 ▲ 53.5
査定 4,222 0.6 ▲42.9 ▲44.3

資
格
返
戻
等

資格返戻 71,144 14.7 ▲ 20.2 4.8
事務返戻 12,107 2.5 ▲ 17.1 8.8
その他 38,405 7.9 ▲ 20.3 4.6

全管掌

点数 請求1万点
当たり点数

対前年増減率（％）

点数 請求1万点
当たり点数

－ － － －
38,048,830 3.1 ▲39.8 ▲41.8
14,919,747 1.2 ▲49.1 ▲50.8
13,419,762 1.1 ▲2.4 ▲5.7
9,709,321 0.8 ▲51.8 ▲53.4

16,268,435 1.3 ▲65.5 ▲ 66.7
－ － － －
7,427,428 ▲ 0.6 ▲37.8 ▲40.0

237,084,899 23.3 ▲6.7 7.4
43,402,721 4.3 ▲30.1 ▲19.5

569,694,819 55.9 ▲14.0 ▲1.0

用語の説明
請　　求 医療機関から請求があったレセプトのうち、保険者等へ請求したもの
原 審 査 医療機関から請求があったレセプトに対する審査
再 審 査 原審査後のレセプトに、保険者又は医療機関が再度の審査を申し出たものに対する審査
査　　定

原審査 原審査において査定したもの
再審査 再審査の結果、診療内容について保険者又は医療機関からの申出により査定したもの

単月点検 明細書１件単位の審査

突合点検 医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した審査
（医科・歯科レセプトと調剤レセプトを照合した結果、査定となった調剤レセプトの件数・点数を含む）

縦覧点検 複数月単位の審査（入院レセプトと外来レセプトを照合した審査＝入外点検を含む）
資格返戻 保険者から受給資格がないとの申出があり、医療機関に返戻照会したもの
事務返戻 保険者からの申出のうち、事務内容について医療機関に返戻照会したもの
そ の 他 医療機関からの取り下げ依頼等によるもの
請求1万件（点）当たり件数（点数）

原審査 原審査請求件数（点数）に対する原審査査定件数（点数） のもの
再審査 4 ～ 6か月前平均原審査請求件数（点数）に対する再審査査定件数（点数） のもの

※記号の説明    「－」は掲げる計数がないもの、「▲」は負数のもの

（件）

（件）

（点）

（点）

支払基金における審査状況

トップページ → 統計情報 → 審査統計支払基金 検 索
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原審査請求件数・点数の推移（医科歯科計）

原審査査定件数・点数の推移（医科歯科計）

請求件数

請求１万件当たり原審査査定件数

請求点数

請求１万点当たり原審査査定点数

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

（万件）

5,920

6,356

4,844

6,995

6,203

6,800

7,200

4,800

5,200

5,600

6,000

6,400

対前年増減率 ▲23.8%
対前月増減率 ▲21.9%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

（件）
150.0

80.0

103.0

149.1

112.6

103.9

 対前年増減率   ▲8.5%
対前月増減率 ＋19.1%

86.4

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

（件）

34.2

29.6

13.3

31.6

30.1

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

15.0

10.0

対前年増減率 ▲55.1%
対前月増減率 ▲55.7%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

（億点）

1,174

1,020

1,095

1,280

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,245

対前年増減率 ▲13.2%
対前月増減率 ▲18.1%

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
審査月

（点）

26.4

16.8

28.3

25.7

26.2

16.3

対前年増減率 ▲36.4%
対前月増減率   ＋3.4%

32.0

30.0

28.0

26.0

24.0

22.0

20.0

18.0

16.0

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
審査月

4月

（点）

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

3.5

3.0

5.2

3.1

6.1

5.8

対前年増減率 ▲41.8%
対前月増減率 ▲48.8%

6.0

再審査査定（保険者）件数・点数の推移（医科歯科計）

請求１万点当たり再審査査定点数請求１万件当たり再審査査定件数

令和2年度     　　　令和元年度　　　　 平成30年度

※1　新型コロナウイルス感染症の影響により、埼玉、東京、神奈川支部及び特別審査委員会については、５月の審査決定を審査委員長に一任
※2　審査委員には臨床を優先していただいた結果、審査時間が約30％減少

※1　特別警戒都道府県対象支部（北海道、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡支部）において、再審査
処理を保留（処理については6月以降順次再開）
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H28
5月

H29
5月

H30
5月 4月

R1
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（百万件） （十億円）
1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

950

900

850

800

750

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50
R2
1月 2月 3月 5月

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

金額 前月比 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比 金額 前年
同月比 金額 前年

同月比
百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

協会けんぽ 401,809 94.4 87.9 281,433 86.3 40,548 91.1 76,849 92.2 1,427 90.1 1,553 109.5 
船員保険 1,364 92.5 89.9 993 89.7 112 89.1 248 90.9 8 92.5 4 99.1 
共済組合 69,685 99.3 86.9 47,355 84.6 7,835 95.7 14,003 90.3 205 89.1 286 104.9 
健保組合 235,622 95.0 83.9 160,285 81.9 27,111 88.5 46,633 88.4 661 86.0 931 104.3 
医療保険合計 708,481 95.1 86.5 490,066 84.6 75,606 90.6 137,733 90.7 2,301 88.8 2,775 107.2 
各法合計 202,272 100.8 92.0 146,941 91.8 7,389 84.5 36,085 91.0 5,998 96.9 5,858 116.2 
総計 910,753 96.3 87.6 637,007 86.2 82,996 90.0 173,818 90.8 8,300 94.5 8,633 113.2 

合 計 医科 歯科 調剤 食事・生活療養費 訪問

件数 前月比 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比 件数 前年
同月比 件数 前年

同月比
千件 ％ ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％ 千件 ％

協会けんぽ 30,978 94.2 78.9 16,307 77.6 4,345 80.8 10,297 80.2 234 81.3 28 108.3 
船員保険 86 91.4 77.3 46 75.9 11 81.4 29 77.9 1 83.6 0 87.6 
共済組合 6,298 98.4 76.8 3,316 75.0 914 84.1 2,063 77.0 40 80.2 5 103.9 
健保組合 20,314 95.4 73.6 10,567 71.9 3,019 77.2 6,709 74.7 127 76.7 18 101.5 
医療保険合計 57,676 95.1 76.7 30,236 75.2 8,290 79.8 19,099 77.8 403 79.7 52 105.4 
各法合計 13,165 96.4 72.0 6,905 70.0 1,262 78.9 4,889 72.6 166 92.1 108 112.1 
総計 70,841 95.3 75.8 37,141 74.2 9,552 79.7 23,988 76.7 568 82.9 160 109.8 

（注1）数値は、突合点検による原審査結果を反映したものである。
（注2）百万円未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。

（注1）合計欄は、食事・生活療養費を除く件数とその対比である。 
（注2）千件未満四捨五入のため、合計および総計が一致しない場合がある。

　令和2年5月診療分は、令和2年4月に引き続き、確定件数、金額とも大幅
な減少となりました。
　確定件数は前年同月から2,263万件減少（▲24.2%）し、総計では7,084万
件で、医療保険分は▲23.3%、各法分は▲28.0%となっています。
　また、確定金額は前年同月から1,285億円減少（▲12.4%）し、総計では
9,108億円で、医療保険分は▲13.5%、各法分は▲8.0%となっています。

診療報酬等確定件数・金額の月別推移

確定件数および金額の状況 診療報酬等
確定状況と
諸率の推移

種別

管掌別

管掌別

種別

件数（令和2年5月診療分）

金額（令和2年5月診療分）

　確定件数・金額とは、保険
医療機関が提出した診療報酬
等明細書（レセプト）につい
て、審査決定後に保険者等へ
の請求が確定した件数および
金額です。

　医療保険とは、全国健康保
険協会管掌健康保険、共済組
合および組合管掌健康保険の
被用者保険分です。
　また、各法とは、公的扶助、
社会福祉および公衆衛生等に
おける公的負担医療分です。

総計       9,347万件
医保 　　7,517万件
各法　　 1,829万件

総計　   7,084万件
医保 　  5,768万件
各法　   1,316万件

総計  　　9,108億円
医保　　  7,085億円
各法　　  2,023億円

総計 　1兆392億円
医保  　  8,194億円
各法  　  2,198億円

金額
（右目盛）

件数
（左目盛）
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55,000

48,000

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3（月）

（点）
56,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3（月）

（点）

1,125

1,150

1,175

1,200

1,225

1,250

1,275

1,300

1,100

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3（月）

（点）

1,180

1,200

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3（月）

（点）

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

　　　令和2年度　　　 令和元年度　　　 平成30年度

※診療報酬等確定状況の詳細は、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）
　【トップページ → 統計情報 → 確定状況】で、ご覧いただけます。

　おおむね医療費の単価と見なせる1件当たり点数の推移について、医療保険分に係る診療種別（医科・歯科・
調剤）ごとに示しています。

1件当たりの点数の推移（医療保険分）

医科入院外

調剤

医科入院

歯科入院外

１件当たりの点数…レセプト点数をレセプト件数で除した、レセプト1件当たりの平均点数
　　　　　　　　　【算出方法：レセプト点数÷レセプト件数】

件数… １か月ごとに提出されるレセプト1枚を1件とし、同一月内に入院および外来で受診した場合は、入院
で１件、入院外で1件として各々計上

点数…レセプト1件ごとの診療行為、医薬品等の点数の合計

当月　　　55,465点
前年同月　51,498点

（前年同月比+7.7％）

当月　　　1,271点
前年同月　1,111点

（前年同月比+14.4％）

当月　　　1,198点
前年同月　1,111点

（前年同月比+7.8％）

当月　　      981点
前年同月　　845点

（前年同月比+16.2％）
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支払基金が受託している
医療費助成に係る事業内容の更新

　新潟県及び三重県の一部市町村が実施する医療費助成事業の事業内容に変更がありました。

　なお、これまでに受託している医療費助成事業の詳細につきましては、支払基金ホームページよりご覧くだ

さい。

医療費助成事業に係る審査支払業務の受託状況（令和 2年 9月現在）

主な 3 事業について、全市町村分を受託

主な 3 事業について、一部事業又は一部市町村分を受託

主な 3 事業は未受託であるが、それ以外の事業で全市町村分又は
一部市町村分を受託

未受託

※主な 3 事業とは、乳幼児医療・ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療
　それ以外の事業とは、特定疾患治療・小児慢性特定疾患治療・老人医療など

佐
賀
　
　  

熊
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鹿
児
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福
岡
　
　 

大
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宮
崎

京
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滋
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奈
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群
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神
奈
川

茨
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千
葉

山口
島根     鳥取

広島     岡山

長崎

沖縄

愛媛      香川

高知      徳島

兵
庫 

　
　   

大
阪

和歌山

三重    愛知     静岡

       青森

秋田        岩手

山形         宮城

       福島

       栃木

       埼玉

       東京

新
潟

富
山

石
川

福
井

北海道

岐阜    長野　  山梨

左の2次元バーコードから支払基金のホームページにおいて医療費助成事業につ

いて掲載しているページをご覧いただくことができます。

また、次の手順でも同じページをご覧いただけます。

トップページ → 事業内容 → 医療費助成事業関係業務 → 支払基金が受託している医療費助成事業

支払基金ホームページ  https://www.ssk.or.jp/ 支払基金
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

7月   1日 　令和2年4月診療分の件数が前年同月比で22.9%減少
7月27日　　7月記者発表事項について

議　題
　１　議事
　　　役員の選任（案）

　２　報告事項
　　⑴　「支払基金における審査の一般的な取扱い（医

科）」の公表（第5回）
　　⑵　令和2年7月豪雨に伴う被災医療機関等の概算請

求の届出状況
　　⑶　令和2年5月診療分の診療報酬等概算前払の精算

状況
　　⑷　岡山支部監事監査結果報告
　　⑸　予算及び決算の認可等

ア　医療機関等が行うオンライン資格確認の実施
に必要な物品の調達・提供の業務の実施に伴う
定款の一部変更の認可等

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況（抜粋）

7月   1日 支部情報（各支部ページ）において「お知らせ」「診療報酬確定状況」「管掌別診療報酬等確定状況」を更新
 統計情報に確定状況及び収納状況（令和2年4月診療分）を追加
 統計月報（令和2年4月診療分）を掲載
7月   2日 基本マスター（医科診療行為及び歯科診療行為）を更新
7月   3日 医科電子点数表テーブル及び歯科電子点数表テーブルを更新
7月   7日 令和2年7月豪雨に関するお知らせを掲載
 オンライン資格確認導入に関する医療機関等向けポータルサイトを開設
 女性活躍に関する情報を掲載
 保険者の異動について（2020年6月分）を掲載
7月10日 特定個人情報保護評価書を変更
7月15日 保険者との契約状況を更新
7月17日 レセ電通信を掲載
7月21日 令和2年9月30日限りで廃止となる経過措置医薬品を掲載
7月27日 令和2年5月審査分審査状況を掲載
　 支払基金における審査の一般的な取扱いを掲載
7月28日 R1事業年度財務諸表等を掲載
　 R2事業年度事業計画及び収入支出予算の変更を掲載
　 理事会議事録を掲載
7月29日 電子レセプトの作成手引きを更新

7月理事会は27日に開催され、議題は次のとおりでした。
イ　一般会計（診療報酬等概算前払補助勘定）収
入支出予算の認可

ウ　令和元事業年度前期高齢者特別会計等の決算
の承認

　３　支払基金改革の進捗状況
　　⑴　審査事務集約化計画工程表の取組状況
　　⑵　規制改革実施計画の公表

　４　定例報告
　　⑴　令和2年5月審査分の審査状況
　　⑵　令和2年7月審査分の特別審査委員会取扱状況
　　⑶　令和2年6月理事会議事録の公表

　５　その他
　　　公益代表役員公募の応募状況

退職・退任等	 	 前職名	
辞　職　	 吉住　奈緒子 本　部　審議役

●令和2年7月31日付
支払基金の人事異動

新職名	 	 前職名	
本　部　審議役 平子　哲夫 厚生労働省大臣官房付

●令和2年8月2日付

退職・退任等	 	 前職名	
辞　職　	 光岡　俊成 本　部　薬剤専門役

●令和2年8月6日付

新職名	 	 前職名	
本　部　薬剤専門役 吉田　　淳 厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室長

●令和2年8月8日付
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メールアドレスの登録は次のいずれかの方法によりお願いします。
登録方法は、支払基金ホームページでもご案内しています。
支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）トップページ→広報誌・メルマガ→「支払基金メールマガジン」のご案内

保険者等
（保険者団体を含む）へ

配信している情報
　レセプトデータおよび請求
関係帳票データがオンライン
請求システムからダウンロー
ド可能になったという情報

空メールによる登録方法 Web上の登録ページからの登録方法 
メールの宛先を右の２次元バーコードから読
み込み、空メールを送信します。
または、宛先欄に次のアドレスを直接入力し、
空メールを送信します。
空メールの送信先：toroku@mail.ssk.or.jp

アクセス先を右の２次元バーコードから読み
込み、ブラウザよりWebページにアクセス
し、登録するメールアドレスを入力します。
返信メールに記載されている登録フォームへ
アクセスし、必要な項目をご入力ください。

医療機関等
（診療担当者団体を含む）へ

配信している情報
　返戻レセプトデータ、増減点
連絡書データおよび振込額明細
データ等がオンライン請求シス
テムからダウンロード可能にな
ったという情報

　ドメイン指定受信等を設定されている場
合、返信メールが届かない場合がありま
す。

「ssk@mail.ssk.or.jp」からのメールを受信できる
ように設定する必要があります。

　配信されているメールに掲載されている 
「登録内容の変更」でメールアドレスの
変更はできません。

お手数ですが、現在登録しているアドレスを配信
停止手続き後に、変更後のアドレスを新規登録願
います。　

　メールマガジンに掲載のリンク先は、支
払基金ホームページ（https://www.ssk.
or.jp/）へ移行するよう設定しているた

め安全です。
（※診療報酬情報提供サービスについては、厚生労働省が運用する
ホームページ（http://www.iryohoken.go.jp/）をご案内しています。）

　登録された情報は厳正に管理し、IP制限
や、二要素認証機能などのアクセス制御
機能を付加することにより、不正アクセ

スを遮断し、情報漏えいのリスクから守っていま
す。　

保険者・医療機関等共通の配信情報
①オンライン請求システム等に障害が発生

した場合の緊急連絡
②電子レセプトの記録条件仕様、レセ電の

基本マスターおよび電子点数表が更新さ
れたという情報

③厚生労働省から連絡文書（疑義解釈、保
険適用等）が発出されたという情報

登録方法

Q&A（よくあるお問い合わせ）

支払基金メールマガジンに
関するお問い合わせ先

支払基金メールマガジンでは以下の情報をインターネットメールで提供しています。

A1

A3

A2

A4

支払基金

支払基金メールマガジンのご案内 もう登録は
お済みですか？

Q1
登録メールを
送信したのですが、
返信メールが届きません。

Q3
登録するメールアドレス等の
情報漏えいが心配です。 Q4

メールマガジンに掲載してある
リンク先は安全ですか。

Q2
登録しているメールアドレスを
変更できますか。
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	18-19 おたずねに答えて_16a_HP_202009
	20-21改定の解説_5a_HP_202009
	22-23 マンスリーノート_2a_HP_202009
	24-25審査状況_3a_HP_202009
	26-27 確定状況_7a_HP_202009
	28医療費助成_1a_HP_202009
	03表3_インフォメーション_7a_HP_202009
	04表4_2aその2_HP_202009

